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１ 評価項目 

（１） 提案面の評価 

・提案内容を、提案書及びプレゼンテーションにより評価する。 

 

（２） 機能面の評価 

・システムの機能実現の可否を、提出された「機能要件書」に基づき評

価する。 

 

（３） 価格面の評価 

・見積書より、本業務に要する価格を評価する。 

 

２ 評価方法 

（１） 評価方法 

提案書、機能要件書、見積書記載内容の評価、及びプレゼンテーション

に対する評価を点数化する。 

 

（２） 配点 

配点は以下のとおりとし、満点は１２５点とする。 

配点 評価項目 主な評価内容 評価者 

提案点 

６０点 

企画提案書 

プレゼンテーション 

・提案するシステムの導入実績 

・必須機能の使いやすさ 

・現行の課題に対する対応 

・運用保守 

・導入スケジュール 

・取組姿勢 

選定委員 

機能点 

５５点 
機能要件書 

・機能充足度 

・機能実現の可否 
算定式 

価格点 

１０点 
見積書 ・提案金額 算定式 

 

  



 

３ 優先交渉権者の決定方法 

・各評価の点数を合計し、最も点数が高い事業者を優先交渉権者とする。 

・合計得点が同点の場合、機能点の高い事業者を優先交渉権者とする。 

・参加事業者が１社のみの場合、７５点を超えることを優先交渉権者の条件とする。 

・優先交渉権者との個別交渉が合意に達しない場合、次点の提案事業者と個別交渉を

行う。 


